
はい

はい

はい

いいえ

串本町のみなさまがご利用いただける

住宅改修のご案内
～いきいきと笑顔で暮らすために～

×併用不可

いいえ

いいえ

はい
×併用可能

工事費が２０万円を超
えた場合

串本町では、高齢者のみなさまが住み慣れた家で、いきいきと笑顔で暮らしていただけるよう

様々な住宅改修事業を実施しています。制度を活用して安心できる日々を過ごしましょう。

自宅での生活で段差

や階段が気になる

６５歳以上である

●下肢、体幹機能障害また

は乳幼児期以前の非進行性

の脳病変による移動機能障

害を有する３歳以上の者で、

障害等級３級以上の者（特殊

便器への取替えをする場合

は上肢障害２級以上の者）

●難病患者であって、下肢ま

たは体幹機能に障害のある

者

●身体障害者福祉法による

身体障害者手帳の交付を受

けた下肢、体幹または視覚

障がい者で、障がいの程度が

総合等級で１級または２級の

身体障がい者（児）がいる世

帯に属する者

上記のいずれかに該当する

介護認定を受けている

必要に応じて

介護認定申請
を行ってください

串本町日常生活用具給付等事業
が活用できます

介護保険制度
において住宅改修費支給制度

が活用できます ※最大２０万円まで

条件が合えば

串本町高齢者住宅改修補助金が
活用できます

支給対象外


